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ウォーターPPPとは？（1/2）

1

「PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）」

○ 公共施設等運営事業及び同方式に準ずる効果が期待できる官民連携方式 ※両者を総称して「ウォーターPPP」

○ 令和13年度までに100件の具体化を狙う

○ 汚水管の改築に係る国費支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、
ウォーターPPP導入を決定済みであることを令和9年度以降に要件化

※ 同方式に準ずる効果が期待できる官民連携方式とは？
水道、下水道、工業用水道分野において、公共施設等運営事業に段階的に移行するための官民連携方式として、長期契約で管理と更
新を一体的にマネジメントする方式

※ 国による支援に際し、管路を含めることを前提としつつ、民間企業の参画意向等を踏まえ、対象施設を決定する

概要とポイント・留意点

「ウォーターPPPの概要」

○ 水道、工業用水道、下水道について、PPP/PFI推進アクションプラン期間の10年間（R4-R13）において、
コンセッションに段階的に移行するための官民連携方式（管理・更新一体マネジメント方式）を公共施設
等運営事業と併せて「ウォーターPPP」として導入拡大を図る

※ 公共施設等運営事業（コンセッション）［レベル4］、管理・更新一体マネジメント方式［レベル3.5］
※ 管理・更新一体マネジメント方式（原則10年）の後、公共施設等運営事業に移行することとする

○ ウォーターPPPは、コンセッション方式（レベル4）と、管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）の総称

○ 「ウォーターPPPの概要」（内閣府資料）の「レベル3.5（原則10年）の後、コンセッション方式に移行」は、「レベ
ル3.5の後継としてコンセッション方式（レベル4）を選択肢として検討いただきたい」との趣旨

民間資金等活用事業推進会議（PFI推進会議）決定（R5.6.2）

内閣府ホームページ



○ 水道、工業用水道、下水道分野のそれぞれで導入することも、連携して導入することも可能

※ PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）では、「上下水道一体でのウォーターPPPに対し、国費支援に関するインセンティブ
を設定することについて検討し、令和5年度中に結論を得る」とされており、検討中

○ 農業・漁業集落排水施設、浄化槽、農業水利施設を含めることや、他地方公共団体との連携も可能

ウォーターPPPとは？（2/2）

概要とポイント・留意点

○ 「ウォーターPPPの概要」（内閣府資料）では、コンセッション方式がレベル4

○ 管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）は、更新（改築）に関係する業務範囲が設定
され、資本的支出を含むため、レベル3よりレベルが上、一方、コンセッション方式（レベル
4）に準ずる効果が期待できる点等から、レベル4よりレベルが下、よって、レベル3.5と位
置づけられたものと考えられる 2

○ 対象施設・業務範囲の設定について、まずは少なくとも一つの処理区を選択し、このすべての施設・業務
を念頭に置いて、導入の検討を開始 ※処理区の選択は管理者の任意

※ 「導入を決定済み」となる入札・公募開始（募集要項等公表）時点で、これと異なる対象施設・業務範囲の設定になる場合、管理者は客
観的な情報に基づいて説明できる必要

※ 客観的な情報として、例えば、導入可能性調査（FS）やマーケットサウンディング（MS）の選択肢に挙げて比較した結果や経過等

○ 維持管理と更新（改築）の一体的なマネジメントの観点から、同一の対象施設について、維持管理と、事業
期間中の維持管理をふまえた更新（改築）に関係する業務範囲が設定される必要

○ 事業期間＝原則10年

【他分野等との連携可能性】

【レベル3.5導入検討の考え方】

（参考）「レベル」について



管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）とは？

ウォーターPPP

公共施設等運営事業（コンセッション）
［レベル４］

管理・更新一体マネジメント方式
［レベル３．５］

長期契約（10～20年）

性能発注

維持管理

修繕

更新工事

運営権（抵当権設定）

利用料金直接収受

上・工・下一体：1件（宮城県R4）
下水道：３件
（浜松市H30、須崎市R2、三浦市R５）
工業用水道：２件（熊本県R3、大阪市R４）

【更新支援型の場合】
更新計画案やｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（CM）

【更新実施型の場合】
更新工事

長期契約（原則10年） *1

性能発注*2

維持管理

修繕

複数年度・複数業務による
民間委託

［レベル１～３］

短期契約（3～5年程度）

仕様発注・性能発注

維持管理

修繕

水道：1,400施設

下水道：552施設

工業用水道：19件

*2民間事業者の対象業務の執行方法は、民間事業者が自ら
決定し、業務執行に対する責任を負うという本来の「性能発
注」を徹底。

管路については、移行措置として、仕様発注から開始し、
詳細調査や更新等を実施した箇所から段階的に性能発注
に移行していくことも可能。

新設

*1管理・更新一体マネジメント方式（原則10年）の後、公共施設
等運営事業に移行することとする。

Ⅱ

Ⅰ

3

「ウォーターPPPの概要」 ［管理・更新一体マネジメント方式の要件］ 内閣府ホームページ

①長期契約（原則10年） ②性能発注 ③維持管理と更新の一体マネジメント ④プロフィットシェア

概要とポイント・留意点

○ レベル3.5の実務上の定義は、上記の要件①から要件④までをすべて充足する民間委託

○ 長期契約、性能発注、維持管理と更新の一体マネジメントが重視される点は共通・類似

○ 公共施設等運営権設定と利用料金直接収受の有無が異なり、また、事業期間の自由度はレベル4の方が高い

○ 事業期間の長短、性能発注の程度が異なる

○ また、修繕や更新（改築）に関係する業務範囲が
設定されるか否かの点で大きく異なる

レベル4と
3.5の比較

Ⅰ

レベル3.5と1-3の比較Ⅱ



レベル3.5の要件①長期契約（原則10年）

○ 契約期間は、企業の参画意欲、地方公共団体の取組易さ、スケールメリット、投資効果の発現、雇用の安
定、人材育成等を総合的に勘案し、原則10年とする。

○ これまでの包括的民間委託（レベル1-3）で一般的な3-5年間よりも長い10年間が原則

※ コンセッション方式（レベル4）に「準ずる」効果が期待できる官民連携方式との位置づけ
※ 特に、更新（改築）投資による維持管理上の効果が発現する必要最小限の事業期間が設定されたもの

○ 一方、10年以上ではなく、10年間が原則

概要とポイント・留意点

4

「管理・更新一体マネジメント方式の要件」 ①長期契約 内閣府ホームページ

○ 管理者が客観的な情報に基づいて説明できる必要

【例外の考え方】

○ 施設等の改築等のタイミングを考慮することによる事業期間の微調整

※ 例えば、改築等需要増大期間の切れ目までを対象範囲に含む場合

○ コンセッション方式に移行したい等の特段の意向が管理者にある場合に、客観的な情報に基づいて説明
できる準備をした上で、事業期間を短く/長く設定

○ 5年間程度の更新支援型と、10年間程度の更新実施型を組み合わせた、合計15年間程度のレベル3.5
更新実施型

【現時点で想定されうる例外】



レベル3.5の要件①長期契約（原則10年）

5

【事業期間が5年を超える包括的民間委託】

○ 包括的民間委託期間は一般的に3-5年が多いが、必ずしも5年に限られるものではない。

○ 予算における債務負担行為の設定は、地方自治法でその事項、期間、限度額を表示することになってい
るが、期間の限度は定められていないため長期の設定が可能である。

○ 限度額は各年度の額を記載するが、債務の性格上それができないものは総額の記載でよく、限度額の
表示が難しい場合は文言で表示することができる（地方自治法施行規則予算の調製の様式（第14条関
係）、地方公営企業法施行規則別記第一号（第45条関係）参照）。

○ 下記、新潟県妙高市の先行事例では、限度額は「本委託に係る契約額85億8,880万円のうち公共下水
道事業会計が負担する額」とされている。

（参考）新潟県妙高市の包括的民間委託

○ 長期の包括的民間委託の先行事例として、新潟県妙
高市において、ガス事業の譲渡とともに、上下水道
事業について10年間の包括的民間委託が実施され
ている。 ※令和4年4月から事業開始

○ これは、新潟県妙高市の指定管理者制度運用指針で
定める最長10年間の指定期間を準用したものであ
る。

新潟県妙高市の包括的民間委託（10年間）の概要

下水道事業におけるPPP/PFI手法選択のためのガイドライン
（令和5年3月、国土交通省）

下水道事業におけるPPP/PFI手法選択のためのガイドライン
（令和5年3月、国土交通省）



レベル3.5の要件①長期契約（原則10年）
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【地元企業への配慮】

○ 下水道事業は、地元企業の寄与によって成り立っていることも多く、PPP/PFI手法の活用に際しても
地元企業の協力は重要。地元企業にとってPPP/PFI手法の受託実績をつくる機会にもなることが想定
される。

○ PPP/PFI手法の対象業務に地元企業が関与する場合は、地元企業への配慮・対策として、地元企業と
のＪＶを参加要件とする、地元企業の活用を提案評価の加点要素にするなどが一般的である。

○ ただし、PPP/PFI手法を用いて広範囲な業務を委託する場合、地元企業の受注機会が下がる可能性を
想定して、地元企業の活用等の観点から、業務の一部を対象外としている事例もある。この場合、一概
に業務を対象外とすることにも留意が必要である。マーケットサウンディング等を通して地元企業の意
向を確認するなどが考えられる。

【地方公共団体の技術力の維持】

○ 地方公共団体における技術力の維持という視点では、大部分の業務を委ねた後でも、モニタリングや災
害対応など行うための技術力は維持するべきである。例えば、複数ある内の1処理場は直営体制を維持
すると判断した事例がある。

○ なお、技術力を維持していくための対応として、受託した民間事業者が、業務に関する勉強会や施設見
学会などを開催し、地方公共団体職員が参加することで現場理解及びより良い官民連携を進めていく
ための機会としている事例もある。

下水道事業におけるPPP/PFI手法選択のためのガイドライン
（令和5年3月、国土交通省）

下水道事業におけるPPP/PFI手法選択のためのガイドライン
（令和5年3月、国土交通省）



レベル3.5の要件②性能発注

○ 性能発注を原則とする。ただし、管路については、移行措置として、仕様発注から開始し、詳細調査や更
新等を実施した箇所から段階的に性能発注に移行していくことも可能。

※ 性能規定の例 処理施設：処理後の水質が管理基準を満たしていること
※ 性能規定の例 管路施設：適切に保守点検を実施すること（人員、時期、機器、方法等は民間事業者に委ねる。）

○ 性能発注（方式）は、発注者が求めるサービス水準を明らかにし、事業者が満たすべき水準の詳細を規定した発注のこと。PFI事業につい
ては、仕様発注方式よりも性能発注方式の方がPFI法の主旨である「民間の創意工夫の発揮」が実現しやすくなる。

○ 仕様発注（方式）は、発注者が施設の構造、資材、施工方法等について、詳細な仕様を決め、設計書等によって民間事業者に発注する方式。
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「管理・更新一体マネジメント方式の要件」 ②性能発注 内閣府ホームページ

概要とポイント・留意点

（参考）性能発注/仕様発注とは？

○ 放流水質基準（案） 受託者は、標準活性汚泥法の施設である本施設を活用し、○○浄化センターの放流水質について、表△△に示す要求
水準を満たす施設性能を維持すること。なお、全窒素、全リンの除去については、標準活性汚泥法による処理だけでは困難が予想される
ので、受託者自らが考え処理の工夫を図ること。

○ 管路施設の性能（案） 受託者は、管路施設における適切な流下能力の確保を目的として、道路陥没や管路閉塞等による溢水の発生等、直
接的に市民生活に影響を与える事象が発生しない状態を保つよう努めること。また、受託者は、管路施設の性能を確保するに当たり、点
検・調査の頻度等について適宜見直しを行い効率的な維持管理及び改築の実施に努めること。

【性能発注の考え方】

○ 十分な情報開示・官民対話をふまえた契約・要求水準等への適切な規定と、これらに基づくモニタリングの実施が必要であり、また、明確な
リスク分担（役割・責任・費用・損害分担等）が重要 ※性能規定の記載ぶりと、リスク分担の具体的な調整や実現方法等が論点

○ 管路の段階的な性能発注への移行については、事業期間（原則10年）中の移行を想定

○ 管路施設の性能規定の考え方について、例えば、人員、時期、機器、方法等は受託者に委ねた上で適切に法定の保守点検（下水道法施行令
第5条の12）を実施すること、も考えられる

（参考）性能規定の例

内閣府ホームページ



レベル3.5の要件②性能発注
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（参考）管路施設が対象の場合の要求水準のあり方

○ 管路施設の要求水準としては、道路陥没個所数や苦情受付から現場までの到着時間等が考えらえれる。また、運営権対
象となる施設及び業務内容に連動する指標が望ましい。

○ 指標を設けず、調査等の想定数量提示したうえで、発注者による事業費予測金額内での改築計画見直しを可能とする手
法も考えられる。

○ 要求水準を設定する上では、直営時代の管路管理状況を十分に把握し、発注者が事業を承継した後も同程度の水準を維
持することが最低限の義務として求められる。

○ 発注者の責によらない外的要因（交通荷重等）により、対象施設が損傷する可能性を考慮した指標の設定や一定率の費
用を発注者の負担とすることも、今後は考えられる。

整理・
分析

考え方

論点① 管路施設が対象の場合、どのような要求水準が考えられ、設定に際し留意すべき点は何か。

管路管理の現状把握

• 管路情報の整理
（布設年度、改築・修繕情報等）

• 維持管理情報の整理
（陥没箇所・件数、清掃頻度等）

仕様規定（管路包括）

• 定期点検数量
（箇所数、回/年）

• 定期清掃数量（km/年）

• SM計画に基づく計画的な点検・

調査、改築・修繕の数量
（箇所/年、km/年）

※管路包括から段階的に移行する場合

要求水準（例示）

• 道路陥没箇所数（箇所/km/年）

• 管路詰まり事故発生件数（件/km/年）

• 応急措置実施数（件/年）

• 苦情受付から現場までの到着時間
（●時間以内）

• 想定数量に基づく点検調査、

事業費予測金額内での改築計画の
見直しと改築工事の実施

※対象となる事象の定義に留意が必要

＜要求水準策定のステップ＞

• 運営権対象となる施設と業務内容を整理し、それらに連動した業務指標とすることが望ましい。
例）①施設：本管 ②業務：点検・調査～改築までの一体スキーム ③指標：道路陥没個所数

⇒発注者が本管の点検を行い、必要に応じて改築することにより、陥没を未然に防ぐことができる。

留意点

下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関する
ガイドライン改正検討会資料（令和3年度、国土交通省）



レベル3.5の要件③維持管理と更新の一体マネジメント

○ 維持管理と更新を一体的に最適化するための方式として、維持管理と更新を一体的に実施する「更新実
施型」と、更新計画案の策定やコンストラクションマネジメント（CM）により地方公共団体の更新を支援
する「更新支援型」を基本とする。 ※「更新支援型」で選択肢となりうるのはピュア型CM方式

※ 更新実施型：更新工事を含めて一括で民間に委ねることができ、地方公共団体の体制補完の効果が大きい。
※ 更新支援型：発注に関係する技術力を地方公共団体に残す、また、実際に維持管理を実施する民間企業等の観点から、より効果的な

更新計画案の作成を期待できる。

○ 「更新実施型」か「更新支援型」のいずれかを管理者が任意に選択すれば要件③は充足

※ 一つのレベル3.5の中で対象施設ごとに異なる業務範囲（更新支援型/更新実施型）を設定する使い分けも可能
※ 国費支援（配分率）に差はない方針で検討中

9

「管理・更新一体マネジメント方式の要件」 ③維持管理と更新の一体マネジメント 内閣府ホームページ

概要とポイント・留意点

○ ピュア型CM方式は、建設生産に関わるプロジェクトにおいて、コンストラクションマネージャー（ＣＭＲ）が、技術的な中立性を保ちつつ発注
者の側に立って、設計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマ
ネジメント業務の全部又は一部を行うもの。 ※CMRの立場は発注者の補助者・代行者であり、最終的な判断は発注者が責任を負う。

○ アットリスク型CM方式は、発注者に代わりCMRが工事受注者と直接契約することにより、CMRにマネジメント業務に加え施工に関する
リスクを負わせる場合のCM方式。 ※事業に関する最終的な判断や決定についての責任は発注者が負う。

【入札・公募の考え方】

○ 「更新実施型」では、入札・公募時点で更新計画があることを前提としている

○ 「更新支援型」では、入札・公募時点で更新計画がない（不十分の）場合にも円滑・迅速に案件形成可能

※ ①入札・公募時点で、過去の更新（改築）実績等を参考にして、事業期間中にありうる更新（改築）事業量・予算額等の情報提示、②審査
（選定）に際しても、考慮のうえ、③事業期間中にモニタリングする等が必要

（参考）ピュア型CM方式/アットリスク型CM方式とは？
地方公共団体におけるピュア型CM方式活用ガイドライン

（令和2年9月、国土交通省）



レベル3.5の要件③維持管理と更新の一体マネジメント
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概要とポイント・留意点

【維持管理と更新（改築）の一体的なマネジメントの趣旨】

○ 同一の対象施設に、維持管理と、事業期間中の維持管理をふまえた更新（改築）に関係する業務範囲が設
定されることで、維持管理上の気づき等を、更新計画案の作成に反映し、これに基づく更新（改築）の結果、
より効率的・効果的な維持管理を期待可能
事業開始 事業終了

5 6 7 8 90 1 2 3 4 10

年目

更新
（改築）

維持
管理

費用

処 管 ポ 管 処 管 ポ 管

更新（改築）
発注

更新（改築）
発注

維持管理上の気づき等

修繕？ 改築？ 時期？
順番？ その他？

更新
計画案
作成

更新計画
案

更新計画
案＋CMも

選択可能

更新計画
案

受託者

更新支援型 ＝ 発注は公共
更新実施型 ＝ 発注は民間

維持管理と更新の一体マネジメント
【イメージ】

※更新実施型の場合、受託者のもと維持管理と調整して更新（改築）を実施可能等の効果・メリットも考えうる

②更新計画案を管理者が確認の上、
管理者または受託者は更新を実施

③更新の結果、維持管理の効率や効
果が向上（例えば、費用縮減）

※事業期間中、繰り返す①受託者は維持管理上の気づき等を
更新計画案の作成に反映



レベル3.5の要件③維持管理と更新の一体マネジメント
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概要とポイント・留意点

【「更新実施型」と「更新支援型」の具体的な業務範囲の設定（イメージ）】

水質管理、運転操作、保守点検

ユーティリティ調達・管理

修繕計画案作成・実施

更新計画案作成

コンストラクション
マネジメント（CM）

更新（改築）

レベル3.5
更新実施型

レベル3.5
更新支援型

（管理者の任意）

レベル3

○ 「更新実施型」は、更新（改築）の発注業務の委託まで含むもの（改築は受託者が実施）

○ 「更新支援型」は、更新計画案作成まで含むもの（改築は管理者が実施）

○ 「更新支援型」は、コンストラクションマネジメント（CM）まで含むか否か、管理者の任意

業務範囲の
レベルアップ



レベル3.5の要件④プロフィットシェア

○ 事業開始後もライフサイクルコスト縮減の提案を促進するためプロフィットシェアの仕組みを導入するこ
と。（更新支援型の場合、プロフィットシェアは可能な範囲で採用する。）

（プロフィットシェア＊1の例）

※ 契約時に見積もった工事費が、企業努力や新技術導入等で縮減した場合、縮減分を官民でシェアする。
※ 契約時に見積もった維持管理費が、企業努力や新技術導入等で縮減した場合、縮減分を官民でシェア＊2する。

※1：プロフィットシェアの仕組みとしては、契約後VE等を想定。
※2：「処理場等包括的民間委託導入ガイドライン（R2.6 日本下水道協会）によれば、ユーティリティ費（使用量）や修繕費が削減されたと

きでも削減分を清算しない事例が多い。

○ 事業開始後もライフサイクルコスト縮減の提案を促進することが趣旨

○ 「更新支援型の場合、プロフィットシェアは可能な範囲で採用」とあるが、レベル3.5の要件④であるため、
更新実施型でも更新支援型でも、仕組みを導入することは必須

○ 官民のシェアは1：1に限定されない（図表は例示の一つ）

○ 「契約後VE等を想定」とあるが、これに限定されない（例示の一つ）

12

「管理・更新一体マネジメント方式の要件」 ④プロフィットシェア 内閣府ホームページ

概要とポイント・留意点

（参考）プロフィットシェアリング ※要件④プロフィットシェアと同一の趣旨ではない点に留意

ケース 工事費
維持管
理費

LCC削減
（プロフィット）

① ２縮減 ２

② ２縮減 ２

プロフィット
シェア

官 民

１ １

１ １

内閣府ホームページ

○ 各事業年度の収益があらかじめ規定された基準を上回った場合に、その程度に応じて運営権者から管理者に金銭を支払うこと。



概要とポイント・留意点

レベル3.5の要件④プロフィットシェア

13

（参考）茨城県守谷市の先行事例

（乙の改善提案）

第40条 乙は、本業務について、要求水準書に定める業務の水準を低下させることなく、要求水準書に定める手法と比較し、
より効果的で効率的な手法等を提案することができるものとする。

2 前項の乙が提案できる範囲は、委託料の額の低減を伴うものとする。

（要求水準書の変更等）

第41条 甲は、自ら若しくは前条による乙の改善提案により、必要と認める場合は、乙に対して要求水準書の変更の検討を指
示することができるものとし、乙は、当該指示の受理後14日以内に、当該変更が当該業務の実施に与える影響を検討し、検討
結果を甲に報告するものとする。

2 甲は、前項による検討結果を受理した場合は、当該検討結果に基づいて要求水準書を変更することができるものとし、速や
かに当該検討結果に基づく変更を行うか否かを、乙に通知しなければならない。

3 変更後の当該要求水準は、甲が乙に通知し、乙が通知を受理した日の翌日から適用されるものとする。

4 法令等の変更により、要求水準書の内容を変更する必要が生じたときは、第75条の定めに従うものとする。

（要求水準書の変更に伴う措置）

第42条 前条第2項により要求水準書を変更したときは、当該変更により、乙に増加費用又は損害（委託料の減額は除く）が生
じたときは甲が負担し、乙が負担する費用の減少が生じたときは、当該費用減少分に応じて委託料を減額するものとする。

2 前項において、甲の負担する額又は乙の委託料の減額については、甲乙協議して定めるものとする。ただし、乙の委託料の
減額については、委託料の額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する額を削減しないものとする。

3 前項により、委託料の減額を行った場合においても、乙の改善提案を行った乙の責任が回避されるものではない。

4 前条第4項の規定により、乙に増加費用又は損害（委託料の減額は除く）が生じたときの措置は、第76条の定めに従うもの
とする。

守谷市上下水道施設管理等包括業務委託契約書 令和4年12月 守谷市

受託者の
改善提案

要求水準の
変更

委託料の
減額

半分は
削減しない

委託料
委託料

受託者の改善提案による減額可能性

委託料

半分は削減しない



交付金要件化（概要、対象等）
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概要とポイント・留意点

○ 令和9年度以降に汚水管改築の交付金を受けるには、「ウォーターPPP
導入を決定済み」（＝交付金要件化の要件充足）が必要

※ 例えば、令和9年度当初予算の交付金を受けるには、令和8年度までに要件充足が必要

※ 例えば、令和10年度当初予算から交付金を受けるには、令和9年度までに要件充足が必要

※ 例えば、令和11年度当初予算から交付金を受けるには、令和10年度までに要件充足が必要

○ 「汚水管」は、「下水道施設の改築について」（令和4.4.1国水下事第67号下水道事

業課長通知）の別表で大分類が「管路施設」の範囲

○ 緊急輸送道路と重要物流道路の下に埋設されている汚水管の耐震化は、
交付金要件化の対象外（＝交付金要件化の要件充足なくしても令和9年度以降の汚水管
改築の交付金を受けられる）

○ 「ウォーターPPP導入を決定済み」とは、レベル3.5の場合、入札・公募の
開始（募集要項等の公表）時点

※ なお、コンセッション方式の場合、実施方針の公表時点

「PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）」

○ 汚水管の改築に係る国費支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、
ウォーターPPP導入を決定済みであることを令和9年度以降に要件化

※ 国による支援に際し、管路を含めることを前提としつつ、民間企業の参画意向等を踏まえ、対象施設を決定する

民間資金等活用事業推進会議（PFI推進会議）決定（R5.6.2）

大分類 中分類
交付金要件化

対象

管
路
施
設

管きょ
（マンホール間）

○

桝 ○

取付管 ○

マンホール ○

共通
（内部防食）

○

（参考）レベル3.5の対象施設・業務範囲として交付金を受ける汚水管の改築が設定される必要はあるか？

○ 必要はない

処理場・ポンプ場 改築 ×（対象外）

汚水管 新設 （未普及） ×（対象外）

合流管 改築 ○（対 象）

送泥管 改築 ×（対象外）



交付金要件化（対象施設・業務範囲設定の考え方）

概要とポイント・留意点

15

【導入検討を開始する際の考え方】

○ まずは少なくとも一つの処理区を選択して導入の検討を開始（処理区
の選択は管理者の任意）

○ 一旦、すべての施設・業務を念頭に置く

○ 「導入を決定済み」となる入札・公募の開始（募集要項等の公表）時点で、対象施設・業務範囲の設定が、
少なくとも一つの処理区のすべての施設・業務ではない場合、管理者は客観的な情報に基づいて説明
できる必要がある

○ 客観的な情報として、例えば、導入可能性調査（FS）やマーケットサウンディング（MS）の選択肢に挙げ
て比較した結果や経過等が考えられる

【入札・公募の開始（募集要項等の公表）】

○ 「導入を決定済み」となるのはこのタイミング

○ 客観的な情報が必要となる場合、この時点から収集するのは不可能・
困難となるため、導入検討時点から留意が必要

地方公共団体（管理者）

処
ポ 管

Ａ処理区

対象施設

業務範囲 維持管理

更新計画案作成

CM

更新（改築）

客観的な事情

任意にＡ処理区を選択

処
管

Ｂ処理区

ポ 管

Ｃ処理区

【FSやMS等を実施する際の考え方】

○ 必要となる客観的な情報を収集するための手段としての観点が重要
（実施そのものを目的とせず、比較等の目的から逆算等）

○ 管理者の任意部分は必要に応じて判断資料を収集

○ 管理者が説明できることが必要であり、特段の形式・様式等はない
（例えば、民間企業の参画意向等を踏まえた外部有識者への諮問に基
づくこと等も考えうる）

：導入検討開始時点 ：入札・公募開始時点

【イメージ】



交付金要件化（流域下水道、流域関連公共下水道）
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概要とポイント・留意点

○ 流域下水道、流域関連公共下水道も、それぞれ、令和9年度以降に汚水管改築の交付金を受けるには、
「ウォーターPPP導入を決定済み」（＝交付金要件化の要件充足）が必要 ※それぞれの管理者が取り組む必要

【流域下水道と流域関連公共下水道の連携】

○ 複数の管理者が連携して取り組む場合、このすべての管理者について要件充足は可能

○ 例えば、流域下水道の処理場等と、流域関連公共下水道の管路等について、一つのレベル3.5の対象施
設（・業務範囲）として設定し、導入を決定済みとした場合、連携して取り組んだすべての管理者について交
付金要件化の要件充足

Ｅ県

（参考）それぞれの管理者が取り組む必要 （参考）連携して取り組むことも可能

Ｅ県



導入検討の進め方（導入検討プロセスの一例）

17

概要とポイント・留意点

【導入検討のプロセス】

○ あくまで一例であり、これ以外にも様々な導入検討プロセスが想定される。

○ 例えば、他の施設（ポンプ場等）、処理区、既存契約の期間、自治体の組織体制、職員の技術継承、モニタ
リング、官民のリスク分担、民間事業者の参入意欲など、総合的に検討を進める必要がある。

○ 管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）を実施せずに、コンセッション方式（レベル４）に着手する
ことも可能。

ヒト・モノ・カネの課題を抱
えている

下水道供用開始から40年
程度経過し、管路の更新に
ついてそろそろ考えなけ
ればならない

管路の更新にあたって、国
費支援が必要

管理・更新一体マネジメント
方式（レベル３．５）の検討に
着手

事業規模が小さい

更新支援型 更新実施型

広域化や他分野バンドリン
グの可能性もあわせて検討

確度の高い更新計画が
まだない
工事の発注は自治体主
導で行いたい

Yes

No

No

Yes

No

Yes Yes

Yes

処理場＋管路 処理場のみ 管路のみ 処理場＋管路 処理場のみ 管路のみ



導入検討の進め方（必要な調査）

18

概要とポイント・留意点

○ PPP/PFIの導入検討では、以下のような調査が行われることが多い。

【導入可能性調査（FS）】

○ 対象となる事業を管理・更新一体マネジメント方式（レベル３．５）として実施した場合、サービス水準の
向上の見込みがあるか、民間の参入意欲がどの程度か、VFM （従来の公共事業とＰＦＩを比較した場合
の総事業費の削減率）シミュレーションの検証等から総合的に評価し、管理・更新一体マネジメント方式
（レベル３．５）の導入の可能性を判断するもの

○ 具体的には、事業方式、事業範囲、事業期間等を設定し、ＶＦＭシミュレーション、民間事業者へのヒアリ
ング等を行う

【マーケットサウンディング（MS）】

○ 事業・業務に対する民間事業者の参入意欲等を地方公共団体が把握するために実施する調査

○ 民間事業者に対するアンケート調査、対話等の形式により、より民間事業者が参入しやすくすることを
目的とする

※ 国土交通省「下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン」、「下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン」を元に国交省作成

【デューデリジェンス（DD）】

○ 管理・更新一体マネジメント方式（レベル３．５） を実施した場合におけるVFMの算出、事業スキームの検
討に必要な情報を整理するもの

○ 民間事業者が投資意思決定の判断にあたって根拠とする下水道施設や機器等の健全度等の資産に関
する情報を整備すること



導入検討の進め方（アドバイザーの活用）
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概要とポイント・留意点

【アドバイザーの活用】

○ 職員が自ら導入検討を進めることもできるが、アドバイザーを活用して実施することも可能

○ 委託の範囲や内容により費用は異なるので、アドバイザーに見積依頼や簡単な相談を早めに行い、財政
部局にも早めに相談することが重要

○ 先行事例のうち、ほとんどの案件ではPFI導入可能性調査の実施段階からアドバイザーを導入している

○ また、導入可能性調査とは別に、PFI導入決定後のアドバイザリー業務にもほとんどの案件でアドバイ
ザーを導入している

※ 内閣府ホームページ「PFI事業導入の手引き」 より引用

○ 上下水道の共通の課題に対して、官民連携
や研究開発など上下水道一体的な取組を
推進

○ ウォーターPPPの導入検討に対する定額
補助等を含む＜上下水道基盤強化等補助
金＞を創設

【国の財政支援（令和6年度 下水道事業予算
概算要求 上下水道一体の取組の推進）】

※ 国土交通省ホームページ 令和6年度水道事業・下水道事業予算概算要求の概要について より引用



導入検討の進め方（導入可能性調査のイメージ）
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○ PFI事業の検討には、金融、法務、技術等の専門知識が必要であり、先行事例の多くは外部のアドバイ
ザーの支援を受けて検討を進めている

○ PFI導入可能性調査では、主に諸条件の整理（既存法制度等）、事業の枠組みの検討、VFMの算定、民
間事業者の市場調査等を行うことになる。

○ 地方公共団体とアドバイザーの業務分担の一例は以下のとおり

※ 内閣府ホームページ「PFI事業導入の手引き」 より引用

地方公共団体 アドバイザー

諸条件の整理 事業概要、立地条件等の確認 事業概要、立地条件等の整理

事業の枠組み（スキーム）
の検討

基本的方針の提示等、
事業範囲、事業期間等の確認

他事例の整理、
事業範囲、事業期間等の検討

VFMの算定 既存施設の単価情報等の提供
VFM算定結果の確認

諸条件整理・確認
VFM算定

民間事業者の意向調査 ヒアリング結果の確認 民間事業者へヒアリング

導入可能性に関する最終
的判断

導入可能性の最終判断 地方公共団体への提言

概要とポイント・留意点

業務分担の一例（導入可能性調査時）



導入検討の進め方（マーケットサウンディングのイメージ）

21

○ 民間事業者の参入意欲を高めるためには、民間事業者の懸念事項を把握することが重要であり、ヒアリ
ング結果を踏まえ適切に事業スキームに反映させる必要がある

○ 例えば、事業規模、期間等について懸念が出された場合には、事業規模を拡大させるための委託業務の
バンドリング、広域での委託等も検討する必要がある

○ なお、事業の一部又は全部を地元企業が受託している場合等、事業の実施により影響を受ける地元企
業が存在する場合は、マーケットサウンディングの対象とすることも検討することが望ましい

概要とポイント・留意点

※ 国土交通省「下水道事業におけるPPP／PFI手法選択のためのガイドライン」 より引用

目的

民間事業者の関心の把握

民間事業者の懸念点の把握

事業スキームの検討への反映

*その他、候補となる手法についてヒアリングを行いたい事項があれば適宜追加が必要

手法
アンケート

インタビュー

対象者 民間事業者

方法
指名、公募

*方法選択に当たっては公平性の確保に考慮が必要

マーケットサウンディングの基本事項

※ マーケットサウンディングの実施についての詳細は、サウンディング手引き（国土交通省）及び対話・選択プロセス運用ガイド（内閣府・総務
省・国土交通省）を参照



導入検討の進め方（一般的な流れ）

概要とポイント・留意点

○ 事業開始までの主な手続は、以下の図のとおり。

○ 管理・更新一体マネジメント方式（レベル３．５）の更新実施型では、PFI事業契約が原則とされているが、
それ以外の契約方式も可能。PFI事業契約の場合には、PFI法上の手続（下図のピンクの手続）が必要。

22

内閣府ホームページ



令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度
以降

汚水管改築を
令和9年度

から実施の場合

汚水管改築を
令和10年度

から実施の場合

導入検討の進め方（導入スケジュールのイメージ）
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概要とポイント・留意点

○ 事前検討から事業開始までの期間は、3年程度の期間を見込んでおくことが望ましい

○ 令和９年度以降の汚水管改築の交付金の要件を充足するには、管理・更新一体マネジメント方式（レベル３．

５）であれば、原則、交付金の交付前までに入札・公募の開始（募集要項等の公表）が必要

○ 具体的には、汚水管改築事業を予定している前年度末までに入札・公募の開始（募集要項等の公表）が必要
（令和９年度の改築事業なら令和９年３月末まで、令和１０年度の改築事業なら令和10年３月末まで）

• 事前検討
• 基礎情報の収

集・整理

契約・
引継ぎ

入札・公募準備 入札・
公募

事業実施・モニタリング

汚水管改築事業（交付金事業）

• 導入可能性
調査

• デューデリ
ジェンス

• マーケットサ
ウンディング

入札・公募準備 事業実施・モニタリング
契約・
引継ぎ

入札・
公募

• 導入可能性
調査

• デューデリ
ジェンス

• マーケットサ
ウンディング

• 事前検討
• 基礎情報の収集・整理



導入検討の進め方（地元企業の参画）
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概要とポイント・留意点

（参考）地元企業の参画類型（イメージ）

受託者

管理者
（地方公共団体）

代表企業
（リーダー）

メンバー

受託者外

協力企業

地
元
企
業
は
い
ず
れ
も
参
画
可
能

大阪府河内長野市 管路包括委託
山形県鶴岡市 管路包括委託

静岡県浜松市 コンセッション
宮城県 コンセッション

鳥取県米子市 処理場包括委託

多数あり

熊本県荒尾市 水道包括委託

【先行するPPP/PFI事業での自治体例】

○ 地元企業がJVやSPC（特別目的会社）に参画することは全国的にも事例あり

○ 参画に関する工夫としては、募集要項等に地元企業参画を定める 、提案・選定に係る評価基準に地域要
件を設ける等があり、手法は様々

再委託

契約

※上記は更新実施型をイメージ
※更新支援型の場合であれば、管理者が別途発注する工事にも受託者として参画可能と考えられる



導入検討の進め方（定量的な効果（VFM）の考え方）
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概要とポイント・留意点

（参考）用語

○ 定量的な効果について、例えば、「PSC」と「レベル3.5のLCC」を比較するVFMの考え方がある

○ VFMは、「支払（Money）に対して最も価値の高いサービス（Value）を供給するという考え方」

※ 従来の方式に比べPPP/PFI手法（レベル3.5）が総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合 ※定量的な効果の考え方の一つ

○ PSCは、「公共が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値」

○ LCCは、「プロジェクトにおいて、計画から、施設の設計、建設、維持管理、運営、修繕、事業終了までの事業全体にわたり必要なコスト」

（参考）考え方

○ LCCがPSCを下回ればレベル3.5にVFMがある

○ LCCとPSCが等しくてもレベル3.5で公共サービス水準の向上が期待できるとき、レベル3.5にVFMがある

設計費

建設費

維持管理・
運営費

設計費

建設費

維持管理・
運営費

調査に要する
費用等

PSC（従来型の発注手法） レベル3.5のLCC

VFM（％）：レベル3.5
を実施した場合の財
政効果

期待できる費用削減

既存事業費、
基本設計等
より想定 PSC及び民

間の費用削減
率等を用いて
想定

縮減効果理由（想定）
・性能発注による創意工夫
・一括発注による費用削減 等

FS,MS,DD、モニタリング等
・事前検討、モニタリング等に係る費用

各費用について
・維持管理・運営費、建設費、設計費等各段階ごとに推定
・類似事例の実態調査や、市場調査を明確な算出根拠必要
・LCCでは利益・配当・税金等も考慮する必要あり

※下水道事業における PPP/PFI 手法選択のためのガイドライン 令和5年３月 国土交通省より引用

※ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン 令和5年 7月2日改正 内閣府 を参考


